
本条に記載される『シリーズ・部門』についての詳細は、別条『クラス区分』を参照の事。

２００５年ＪＭＲＣ四国ジムカーナ競技会共通規定

第４条　重複参加

ＪＭＲＣ四国運営委員会及び役員会は、Ａシード選手の成績や参加状況を考慮の上、該当選手をＢシー

　１行目　……　２００５年　日本ジムカーナ選手権四国地区シリーズ　　第Ｘ戦
　２行目　……　２００５年　ＪＭＲＣ全国オールスター選抜ジムカーナ　第Ｘ戦

８. ＪＭＲＣ四国運営委員会及び役員会は、上記規定に基づき、シリーズ開幕戦の申込締切日までに、
ドやＣシードに変更、またはシードを解除する事ができる。

７.

本シード規定は、Ｄ部門の選手に対しては適用しない。つまり、前年度にＤ部門で上記成績だった選手
が、本年度のＪ部門及びＢ部門に参加する事を認める。

６.

全ての競技会に下記のタイトルを付加する事。下記以降のタイトルの追加は主催者の自由とする。

　ＪＡＦ四国地域クラブ協議会(以下ＪＭＲＣ四国)に所属するクラブが主催するジムカーナ競技会は、日本自
　動車連盟(以下ＪＡＦ)公認のもとに、国際自動車連盟(以下ＦＩＡ)の国際モータースポーツ競技規則および
　同付則、ＪＡＦ国内競技規則及び同付則(選手権規定およびスピード行事開催規定を含む)に従い、かつ本規

四輪自動車によるジムカーナ
第１条　競技種目

公示

　則及び各競技会特別規則書に基づいて開催される。

第２条　競技会の名称

　３行目　……　２００５年　ＪＭＲＣ四国ジムカーナジュニアシリーズ　第Ｘ戦

１. 競技運転者は、１競技会に１台の車両でのみ参加できる。同一車両による重複参加(ダブルエントリー)
は２名まで認められるが、この場合の２名は、同一競技運転者であってはならない。

２. 【選手権シリーズ】【ジュニアシリーズ】【その他の部門】の区分が違えば、各区分毎に最大２名づ
つ(最大６名)の競技運転者が同一車両で重複参加する事を認める。

前年度の成績が次の項目に該当する選手をＡシード選手とし、本年度以降無期限で、Ｊ部門及びＢ部門

ｂ. 四国地区ジムカーナ選手権シリーズポイント１位の選手
ａ.

第５条　シード選手の参加制限

１. Ａシード選手

ＪＭＲＣ四国は、本規定が適用されるジムカーナ競技会において、Ａ・Ｂ・Ｃの３種類のシード選手規定

トから下表の点数(ハンディキャップ)を差し引いたものを、有効ポイントとする。

いかなる場合も参加できない。(クラス変更も不可)
ａ. 四国地区ジムカーナ選手権シリーズポイント２位～６位の選手

Ｂシード選手
前年度の成績が次の項目に該当する選手をＢシード選手とし、本年度開催される競技会のＢ部門には、

四国地区ジムカーナジュニアシリーズポイント１位～２位の選手

２.

参加が制限されている選手の場合は、その制限を本規則より優先して適用する。
を設け、ジュニアシリーズ等の下位部門への参加を制限する。また、国内競技規則等、上位の諸規則で

には、いかなる場合も参加できない。(クラス変更も不可)
全日本ジムカーナ選手権シリーズポイント１位～６位の選手

本年度開催される競技会のＢ部門には、いかなる場合も参加できない。(クラス変更も不可)

ｂ.
また、Ｂシード選手がジュニアシリーズに参加する場合には、該当選手が本年度に獲得した有効ポイン

(クラスを変更した場合もこのハンディキャップは適用される)

３. Ｃシード選手

１００点
前年度の成績 ハンディキャップ

ジュニアシリーズ１位 　６０点
ハンディキャップ

　５０点　７５点
　６０点

ジュニアシリーズ２位

　４０点選手権シリーズ６位
　５０点選手権シリーズ５位

前年度に選手権シリーズまたはジュニアシリーズで１ポイントでも獲得した選手をＣシード選手とし、

４. Ｂシード・Ｃシードの両方に該当する場合は、Ｂシードとする。

選手権シリーズ４位

５. Ａシード・Ｂシードの両方に該当する場合は、Ａシードとする。

２. 競技運転者は、当該車両を運転する事ができる運転免許証を所持していなければならない。

ただし、この許可証の必要のないクラスに参加する場合には、この限りではない。
３. 競技運転者は、ＪＡＦ発給の当該年度有効な競技運転者許可証を所持していなければならない。

第３条　参加資格
１. 参加者(エントラント)は、ＪＡＦ発給の当該年度有効な競技参加者許可証を所持していなければならな
い。ただし、参加者を競技運転者(ドライバー)が兼ねる事ができる。

４. ２０才未満の競技運転者は、参加申込みに際し、親権者の同意の署名捺印を必要とする。

尚、本条に記載される『シリーズ・部門』についての詳細は、別条『クラス区分』を参照の事。

前年度の成績
選手権シリーズ２位
選手権シリーズ３位

よる重複参加人数の制限はしないが、同一競技運転者の重複参加はできない。

ただし、この場合の最大６名は、同一競技運転者であってはならない。
３. 上記２項に記載された以外のシリーズ・部門・クラス(クローズドクラス等)については、同一車両に



岡村　秀一

長谷川博宣 菱井　将文 福島　公教 福島　茂 福永　裕介

村山　豪
西森　啓祐 有岡　大輔

選手権シリーズ３位

国内Ｂ以上 あり ＪＡＦ
あり ＪＡＦ

部門 エントリー代の上限 競技ライセンス ＪＡＦメダル シリーズ表彰

ｃ.

３. Ｂ車両………２００５年ＪＡＦ国内競技車両規則第３編第５章スピードＢ車両規定に定義される車両

ＧＮⅢクラス：

第６条　車両の定義

ＧＮⅡクラス： 気筒容積１１５０ｃｃを超える前輪駆動のＮ車両

１. Ｐ車両………２００５年ＪＡＦ国内競技車両規則第３編第２章スピードＰ車両規定に定義される車両

ＳＡ車両……２００５年ＪＡＦ国内競技車両規則第３編第４章スピードＳＡ車両規定に定義される車両

６. Ｄ車両………２００５年ＪＡＦ国内競技車両規則第３編第７章スピードＤ車両規定に定義される車両
５. ＳＣ車両……２００５年ＪＡＦ国内競技車両規則第３編第６章スピードＳＣ車両規定に定義される車両
４.

10.

11. ２００５年度　Ｃシード選手名簿

藤沢　たかし
選手権シリーズ５位

吉岡　弘憲

選手権シリーズ２位

選手権シリーズ４位
小松　敬奉
清水　孝

渡部　一行
石村　威津雄

大原　皆人高芝　大輔 小泉　義信
菊地　慎一郎

楠瀬　浩之

竹田　英明

後藤　勇治

氏名略……前年度の選手権及びジュニアシリーズポイント表を参照の事。

但し、そのクラスに参加できる車両は、国内競技車両規則に定義される範囲内とし、

Ｎ部門
気筒容積１１５０ｃｃ以下のＮ車両ＧＮⅠクラス：

ａ.

２. Ｎ車両………２００５年ＪＡＦ国内競技車両規則第３編第３章スピードＮ車両規定に定義される車両

幾原　智之 尾崎　誠治大内　勲石元　啓介
土居　清明 徳永　秀典

武政　重夫 森奥　郁仁

２００５年度　Ｂシード選手名簿

竹村　高幸桑原　義典 天満　清

柳井　寿宏

金森　聖 窪田　竜三

八塚　勝博 鎗内　良壮

植田　耕太郎ジュニアシリーズ１位
ジュニアシリーズ２位

野本　栄次

増尾　啓二

渡部　研次木下　和昭 井上　直美

松矢　久美

阿部 重人

各シード選手名簿を公表する。
９. ２００５年度　Ａシード選手名簿（５０音順）

選手権シリーズ６位
右城　義文

日本ジムカーナ選手権四国地区シリーズ

行成　勲
池添　祐貴 岩田 恭幸

第８条　クラス区分
１.

ＳＣ部門
ＳＣクラス： ＳＣ車両(クラス区分なし)

第９条　各部門の概要

国内Ｂ以上

ＧＡ車両……上記ＳＡ車両規定の中から、下記項目を変更したものとする。

　　　　　　②車両重量の制限はしない。ただし、軽量化の際には安全に十分注意する事。
　　　　　　①タイヤサイズは、当該車両が道路運送車両法で認められている範囲内とする。

７.

ＳＡⅠクラス： 気筒容積１６００ｃｃ以下の二輪駆動のＳＡ車両
ＳＡⅡクラス： 気筒容積１６００ｃｃを超える二輪駆動のＳＡ車両

気筒容積１１５０ｃｃを超える後輪駆動のＮ車両
ＧＮⅣクラス： 気筒容積１１５０ｃｃを超える四輪駆動のＮ車両

ｂ. ＳＡ部門

※Ｎ部門のクラス区分については、２００５年度のシリーズ成立状況により、２００６年度
から変更する予定がある旨、予告する。(最有力案：１１５０ｃｃを１０００ｃｃに変更)

ｄ. Ｄ部門
Ｄクラス： Ｄ車両(クラス区分なし)

２. ＪＭＲＣ四国ジムカーナジュニアシリーズ

ＡＴ部門・Ｂ部門の細分化は、主催者の自由とする。
Ｂクラス： Ｂ車両(Ｓタイヤ使用禁止)

ｂ. Ｂ部門

※

３. その他の部門

ＡＴクラス： Ｂ車両(Ｓタイヤ使用禁止・オートマ車両のみ)

ａ. Ｊ部門
ＪⅠクラス： 前輪駆動のＧＡ車両

ａ. ＡＴ部門

ＪⅢクラス：

Ｎ ￥１２,０００

４. その他のクラス
クローズド・ラリー車等、その他のクラスの追加設定は、主催者の自由とする。

主催者は細分化した内容を、競技会特別規則書に明記する事。

四輪駆動のＧＡ車両

第７条　参加車両に対する補足規定
１. 全ての参加車両に対して、競技会特別規則書にて排気音量を規制する事がある。
２. 全ての参加車両に対して、競技会特別規則書にて排気管及びマフラーを規制する事がある。

ＳＡ ￥１２,０００

その内容を競技会特別規則書に明記する事。

ＳＡⅢクラス： 四輪駆動のＳＡ車両

ＳＣ ￥１２,０００ 国内Ｂ以上 あり ＪＡＦ

ＪⅡクラス： 後輪駆動のＧＡ車両



４位まで ８位まで

２.

１. ＪＭＲＣ四国は、以下の要綱に従いジュニアシリーズを制定し、成績優秀者に賞典を与えて表彰する。

15台以下

も受理書発行希望とは認めない。)主催者は受理／不受理等を『裏書き』に明記し、返送する。

ならない。

３. 各クラスのシリーズ成立は、３回以上のクラス成立を以ってシリーズ成立とする。

主催者は受付期間終了後、できるだけ早くゼッケン順を決定し、エントリーリストを公表する事。

11台以下 13台以下
５位まで ６位まで

申込書類に同封し競技会申込先に送付する事。(必ず『表書き』をする事。白紙のはがきを同封して

主催者はその当人または当人の関係者に対して不受理を連絡する。

２. 主催者は賞典数を減ずる事はできない。賞典数を追加する場合には、競技会特別規則書に明記するか、

16台以上
授与する賞典数 １位のみ ２位まで ３位まで

９台以下

有するヘルメットを着用する事。この規格を証明できる表示(内側のシール等)が剥げていると、確認で

２.

ればならない。規定の服装でない場合には、副賞を授与しないなど、賞典を制限する場合がある。
４.

第10条　競技運転者の装備
１. 選手権シリーズに参加する競技運転者は、レーシングスーツ・レーシングシューズ・レーシンググロー

５. 上記の装備品が準備できていない場合は、出走拒否などの措置をとる場合がある。

第13条　エントリーリストの公表

前項以外のクラスに参加する競技運転者も、前項の着用を強く推奨するが、最低限の装備として、長袖

全ての競技運転者は、国内競技車両規則を参照の上、【ＪＩＳ　Ｃ種】またはこれと同等以上の機能を

(トレーナーと同等以上の厚さの物)、長ズボン、運動靴、指の出ないグローブの着用を義務付ける。
３. 表彰式において受賞対象者は、前記１.２.項に記載される服装(グローブを除く)で表彰式に出席しなけ

最多チーム賞・レディース賞などの特別賞の設定は、主催者の自由とし、本規則では制限しない。

ブの着用を義務付ける。

無その他 　￥８,０００ 不要 無

ＪＡＦにて検討中

Ｂ 　￥８,０００ 不要 無 無
ＡＴ 　￥８,０００ 国内Ｂ以上 あり

国内Ｂ以上 無 ＪＭＲＣ
Ｄ ￥１２,０００ 国内Ｂ以上 あり ＪＡＦ

４.

　８月２１日

１. 受付期間一覧表

　７月３０日(土)～　８月１３日(土)

主催者 開催会場 受付期間

　４月１７日
　５月１５日

『出走拒否』等の措置をとる。(主催者は毅然とした対応をお願いします。)

たぢかわ
第８戦 　８月２０日(土)～　９月　３日(土)ＤＣＲ 瀬戸内海 　９月１１日

　７月２４日 　７月　２日(土)～　７月１６日(土)

要請等は認められない。但し、氏名の間違いや希望クラスに入っていない場合はこの限りではない。

１. 全ての競技会において、クラス毎に授与する賞典数を下表に統一する。

第７戦

第12条　受理書の発行

２.

２. 受付期間を競技会当日の３週間前の土曜日から１週間前の土曜日までの１５日間に統一する。
第９戦 ＴＥＣ ９月１０日(土)～　９月２４日(土)瀬戸内海 １０月 ２日

公表においては、できるだけ多くの参加申込者に伝わる様に努力する事。
２.
公表されたエントリーリスト･パドック配置表について、参加申込者など主催者以外からの異議･抗議・

４.

瀬戸内海サーキットで開催する主催者は、エントリーリストと同時にパドック配置表も公表する事。

１項及び２項の賞典は、完走して順位認定を受けた参加者に対してのみ授与される。

参加希望者が受理書の発行を希望する場合には、郵便はがきに希望送付先・氏名等の『表書き』をし、

ＯＷＬ

ＳＫＭＣ

チームエントリーの場合は、そのチーム全員が受付完了となった時点で、全員の受付完了とする。

第６戦 ＭＡＣ
　６月１１日(土)～　６月２５日(土)

７位まで
７台以下

　６月１２日

　３月２６日(土)～　４月　９日(土)
　４月２３日(土)～　５月　７日(土)
　５月２１日(土)～　６月　４日(土)

　３月２７日
モンキー たぢかわ

(表彰……６位までの予定、副賞……３位までの予定)

　７月　３日

１.

第11条　申込受付期間

第４戦

第１戦

たぢかわＴＥＣ
瀬戸風 瀬戸内海

第５戦 たぢかわ
瀬戸内海

第２戦
第３戦

開催日
　３月　５日(土)～　３月１９日(土)ＥＴＯＩＬＥ 瀬戸内海

３. エントリー用紙等の書類やエントリーフィー等、全ての必要な物が事務局に到着し、大会組織委員会が

１. 原則として全ての競技会において受理書は発行しない。何らかの理由で不受理とした場合にのみ、

認めた時点を受付完了とし、受付期間内に受付完了しなかった場合には、例外なく『賞典外出走』や

３.

￥１０,０００

シリーズ順位の決定方法・得点基準は、『日本ジムカーナ／ダートトライアル選手権規定』に準ずる。

Ｊ

５. １項及び２項の受賞対象者は、別条【競技運転者の装備】に記載される服装で表彰式に出席しなければ

ドライバーズミーティング開始時刻までに、公式通知にて発表しなければならない。

運輸省令道路運送車両の保安基準または国内競技車両規則に起因する失格を決定された選手は、当該年
度の全得点が無効となる場合がある。

各競技会の各クラス成立は、３台以上の出走を以ってクラス成立とする。

３.

第14条　賞典の制限

クラス別参加台数 ３台以下 ４台以下

第15条　ジュニアシリーズ規定

５.
４.

６. ＪＭＲＣ四国年会費未納クラブ員が、ジュニアシリーズに参加した場合には、ポイントは与えない。

きないので注意する事。



　　　また、参加料を無料とした場合でも、競技結果成績表の該当クラスに記載されていれば、これも
　　　参加数に含める。

〒791-8022　愛媛県松山市美沢２丁目５－３３　山本自動車工業内　大西周

Ｅ－ｍａｉｌ ： info@jmrc-shikoku.gr.jp

　※振込手数料は送金者負担でお願いします
： ＪＭＲＣ四国ジムカーナ部会口座番号 ： ９４０８２０７ 口座名
８４２５－０２６

０８９－９２４－０２２０

： 松山市農業協同組合　衣山出張所 金融機関コード ：

１. やむを得ない事情により本規定を適用できない場合には、他の諸規則を考慮した上で、ＪＭＲＣ四国

１. 主催者は、競技会終了後２週間以内に、参加者全員の成績表とシリーズ積立金を運営事務局まで送付す
る事。送付なき場合は、ＪＭＲＣ四国が主催するクラブ代表者会議等への出席を制限する事がある。

ＦＡＸ ： ０８９－９２４－０２９９

振込先

に準じる。

競技会審査委員会の決定を最終とする。

第19条　本規定の解釈

２. 本規定及び競技に関する諸規則(競技会特別規則書・公式通知を含む)の解釈に疑義が生じた場合には、

１. 本規定に記載されていない事項については、競技に関する諸規則(競技会特別規則書・公式通知を含む)

１. 主催者は、国内競技規則【自動車競技の組織に関する規定】に記載された、競技役員・観衆に対する

本規定は、ＪＭＲＣ四国に加盟するクラブが主催する全てのジムカーナ競技会に適用されるもので、

２. 主催者は、加入した保険の保証内容がわかる書類(保険証書や申込書の控えなど)を、競技会当日の競技

本規定は、２００５年１月１日より施行する。

２. ＪＭＲＣ四国役員会は年度途中においても本規定を見直す場合がある。

第20条　本規定の特例

第16条　保険への加入

傷害保険に加入しなければならない。

参加申込みと同時に有効となる。

役員会がその処置を決定する。

クローズドクラスを含む全ての参加者及び全ての競技役員に、ＪＭＲＣ四国または他地区のＪＭＲＣが

４. シリーズ運営事務局(ジムカーナ)

３. 主催者は、競技会当日に共済への加入を希望する参加者に対して、受付をしなければならない。
２. 主催者は、競技会特別規則書に明記した上で、共済への加入を義務付ける事ができる。

　②重量計測機器使用料　……　１５,０００円

送付・送金については、持参・現金書留・ＦＡＸ・メール・振込みなど、その方法は問わない。
２.

　　　ただし、参加申込の拒否等の理由で、参加料を返還した場合には参加数に含めなくてよい。

　　　参加合計数とは、実際の参加／不参加を問わず、該当クラスで参加料を徴収した参加数の合計。

成績表は、インターネットで公開するので、電子化された資料が望ましい。

管轄する共済制度への加入を強く推奨する。

第18条　シリーズ運営事務局への報告

ＪＭＲＣ四国運営委員会･ＪＭＲＣ四国ジムカーナ部会

第17条　共済への加入
１.

開始までに、審査委員会に提出しなければならない。
保険料領収証などの、保証内容が記載されていない書類は提出書類として認められない。

また、不測の事態に備え、観衆に対しては賠償責任保険にも加入する事を強く推奨する。

第21条　本規定の施行

２００５年　１月２４日　発表

３. シリーズ積立金は、下記２項目の合計金額とする。
　①選手権部門・ジュニア部門・ＡＴ部門の参加合計数　×　１,０００円

ＴＥＬ ：

１.
２.


